
産業振興会議委員から一部改正に係る提言書の内容や
議論、今後に期待することをお伝えします。
与謝野町職員から一部改正の背景や、基本理念を中心に
解説します。
※通称名称「○○○○」を当日発表！

Program

リ レ ー ト ー ク
「条例をどう活かすの？」
「わたしたちは町の持続的な発展の
  ために何ができるの？」などなど
  中小企業振興基本条例をもとに
  町内事業者や金融機関、
  教育機関、町民の皆さんで
  リレートーク！

　　　　　　　右記QRコードの
  申込フォームからお申し込みください

知 遊 館  生涯学習センター 

申込⽅法

与謝野町中小企業振興基本条例シンポジウム

13：３０ー１６：３０ （開場１３：００ ）
３

条 例 解 説

わたしたちのまち

の未来を考える
与謝野町

テ ー マ ： 条 例 を 活 か し た ま ち づ く り
　 　 　 　 - 地 域 内 経 済 循 環 の 重 要 性 -

【主催】与謝野町 ・ 与謝野町産業振興会議
【協力】与謝野町商工会・与謝野町観光協会

 

講   師：岡田　知弘　氏（京都橘大学経済学部教授）
基 調 講 演

与謝野町中小企業振興基本条例の一部改正

に伴い、「わたしたちのまち”与謝野町”の未来　

を考える」をテーマに、シンポジウムを開催します。　

　　　中小企業・小規模企業とわたしたちの

　　　　　暮らしのつながりや、条例を活かし

　　　　　　　たまちづくりについて皆さんで

　　　　　　　　　　一緒に考えましょう！

３月10日(金)までに

与謝野町役場商工振興課
 (TEL)0772ー43ー9012 へご連絡ください。

１２月 日日時

場所

日

または

（２階 研修室）


